
循 社 第 ３ ３ ６ 号 

 

千 葉 県 環 境 審 議 会 様 

 

千葉県廃棄物処理計画の策定について（諮問） 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第５条の５  

第１項の規定により、千葉県廃棄物処理計画を策定する必要があるため、同条第３項

の規定により下記のことについて諮問します。 

令和７年６月３０日 

千葉県知事 熊 谷 俊 人 

（ 公 印 省 略 ） 

記 

千葉県廃棄物処理計画について 
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